
市　報　に い が た （2）平成17年２月27日第　　　号1983

保健所の電話番号は�228-1000（代表）です

問い合わせ 保健予防課（�内線3643）へ
※案内と問診票は対象者に郵送
�股関節検診・母体保護相談
対象 平成16年11月生まれ
持ち物 母子健康手帳、超音波（エコー）
検査料2,800円、問診票
�１歳６カ月児健康診査
対象 平成15年８月生まれ（曽野木・入
舟地区は４月に実施）
持ち物 母子健康手帳、問診票、フッ素
塗布希望者は料金1,020円
�３歳児健康診査
対象 平成13年９月生まれ（北・西地区
は４月、曽野木・入舟地区は５月に実施）
持ち物 母子健康手帳、尿、問診票、フ
ッ素塗布希望者は料金1,020円

子どもの健康診査

日時 ３月13日午前９時半～正午
会場 南地域保健福祉センター
対象 ふたご以上の赤ちゃんを妊娠中の
人と配偶者先着10組
申し込み 保健予防課（�内線3645）へ

ふたごちゃん、みつごちゃんの
プレママ・パパのつどい

日時 ３月６日午前10時～午後４時
会場 アピタ新潟西店
問い合わせ にいがた・骨髄バンクを育
てる会（�233-5963）へ

骨髄バンク休日ドナー登録会

申し込み �は健康増進課（�内線3666）へ、
�は当日直接会場へ
�心の健康（うつ・ストレス）相談
日時 ３月１日午後１時半～３時半
会場 中央地域保健福祉センター
�精神障害者生活支援相談
日時 ３月５・12・19・26日午後１時～
４時　会場 総合福祉会館
�酒害相談
日時 ３月７日午後１時～３時
会場 同課（市役所第２分館１階）
対象 酒で悩む人・家族
�医師による老人精神保健福祉相談

�医師による精神保健福祉相談

精 神 保健福祉相談

期日
3・ 8
3・24

会 場
東地域保健福祉センター
中央地域保健福祉センター

時 間
午後１時半
～３時半

期日
毎週木曜
第2～4火曜

会 場
東地域保健福祉センター
中央地域保健福祉センター

時 間
午後１時半
～３時半

定員 先着15人　参加費 100円
申し込み 市青年の家（万代市民会館内
�246-7711）へ

高校生ボランティア体験学習会

期日（全３回）
3/12・29
3/23・24・
25のうち1日

時 間
午前10時～正午

午前10時～午後４時

会 場
万代市民会館
女池南風園

（女池神明１。実習）

問い合わせ 同病院地域医療室（�241-51
51）へ
�患者図書サービスボランティア募集
活動日時 毎週火曜午後１時半～３時
内容 ふれあい図書館（外来棟２階）や
病棟を巡回しての本の貸し出し
募集人数 若干名
�健康セミナー
日時 ３月16日午後２時～３時半
会場 同病院南棟講堂
内容 在宅における介護方法、ほか

市 民 病 院

持ち物 母子健康手帳
申し込み 当日直接各会場へ
問い合わせ 保健予防課（�内線3643）へ

※印は栄養士による相談あり

育 児 相 談

期日
3・ 1
3・ 3
3・ 8
3・16

3・17

3・ 9
3・14
3・22
3・25

3・16

会 場
入舟分室
石山地域保健福祉センタ－
中央地域保健福祉センタ－
南地域保健福祉センタ－

※西地域保健福祉センタ－
※東地域保健福祉センタ－
※曽野木分室
※北地域保健福祉センタ－
黒埼地域保健福祉センタ－
中地域保健福祉センタ－

坂井輪地域保健福祉センタ－

時 間

午後１時半～３時

午前９時半～11時

午前９時半～11時
午後１時半～３時

基本健康診査の受診記録票、健康手帳
のある人は持ってきてください。
問い合わせ 健康増進課（�内線3662）へ

※印は栄養士による相談あり

健 康 相 談

期日
3・ 1
3・ 2
3・ 3
3・ 9
3・10
3・11
3・15
3・ 4
3・ 8
3・10
3・ 8

3・ 9

3・10

会 場
※石山地域保健福祉センター
※大形連絡所
※西地域保健福祉センター
※中央地域保健福祉センター
※中野小屋連絡所
※南地域保健福祉センター
※木戸コミュニティセンター
※東地域保健福祉センター
老人福祉センター黒埼荘
※坂井輪地域保健福祉センター
老人憩の家・小針荘
※曽野木分室
老人憩の家・大江山荘

※有明福祉会館

受付時間

午前10時～11時半
午後１時半～３時

午前10時～11時半

午後１時半～３時

日時 ３月14日�午前10時から�午後１
時半から
会場 東地域保健福祉センター
内容 骨密度測定、血圧測定、ほか（希
望者に血液・尿検査を実施）
料金 640円（血液・尿検査は別途負担
あり） 対象 18歳以上各回先着30人
申し込み 健康増進課（�内線3669）へ
※予約制。後日事後指導会あり

骨粗しょう症健康診査

所
得
税
の
確
定
申
告
、

市
・
県
民
税
の
申
告
の
受
け

付
け
は
３
月
15
日
ま
で
で
す
。

申
告
書
は
自
分
で
書
き
、

早
め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
書
の
提
出
は
郵
送
が
便

利
で
す
。

�
確
定
申
告
書
の
提
出
前
に

も
う
一
度
チ
ェ
ッ
ク
を
！

①
給
与
所
得
の
計
算

２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
収

入
が
あ
る
場
合
は
、
収
入
を

合
算
し
、
所
得
金
額
を
計
算

し
て
く
だ
さ
い
。

②
医
療
費
控
除

支
払
っ
た
医
療
費
の
合
計

額
を
そ
の
ま
ま
「
医
療
費
控

除
」
の
額
と
し
て
記
入
す
る

と
誤
り
に
な
り
ま
す
。

③
老
年
者
控
除

合
計
所
得
金
額
が
１
０
０

０
万
円
を
超
え
る
人
は
、
老

年
者
控
除
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。

④
配
偶
者
特
別
控
除

配
偶
者
の
所
得
金
額
が
38

万
円
以
下
の
場
合
の
配
偶
者

特
別
控
除
は
廃
止
と
な
り
ま

し
た
。
ま
た
、
合
計
所
得
金

額
が
１
０
０
０
万
円
を
超
え

る
人
は
、
控
除
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。

⑤
基
礎
控
除

す
べ
て
の
納
税
義
務
者
に

バ
イ
ク
、
軽
自
動
車
、
ト

ラ
ク
タ
ー
な
ど
を
取
得
し
た

り
、
譲
渡
・
廃
車
し
た
場
合

は
申
告
が
必
要
で
す
。

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４

月
１
日
現
在
の
バ
イ
ク
、
軽

自
動
車
な
ど
の
所
有
者
に
課

税
さ
れ
ま
す
。
す
で
に
廃
車

や
譲
渡
を
し
て
い
て
も
、
４

月
１
日
ま
で
に
申
告
を
し
な

い
と
、
平
成
17
年
度
の
軽
自

動
車
税
を
納
め
て
も
ら
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

廃
車
や
所
有
権
移
転
（
譲

渡
・
相
続
）、
住
所
変
更
を

し
た
人
で
、
ま
だ
申
告
を
し

て
い
な
い
人
は
、
早
め
に
申

告
受
付
場
所
＝
表
＝
で
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

詳
し
い
内
容
や
申
告
時
に

必
要
な
持
ち
物
な
ど
は
、
受

付
場
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

市
民
税
課

（
�
内
線
２
３
１
３
）
へ

基
礎
控
除
が
あ
り
、
38
万
円

が
控
除
さ
れ
ま
す
。

⑥
定
率
減
税
額

再
差
し
引
き
所
得
税
額
の

20
％
（
最
高
25
万
円
）
が
控

除
さ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

所
得
税
…

新
潟
税
務
署
（
〒
９
５
１
・

８
６
８
５
、
営
所
通
２
・
６

９
２
・
５
�
２
２
９
・
２
１

５
１
）
▽
市
・
県
民
税
…
市

民
税
課
（
�
内
線
２
３
１
６

〜
２
３
２
６
）

3/27・4/3の日曜に窓口を開設3/27・4/3の日曜に窓口を開設3/27・4/3の日曜に窓口を開設
住所異動届住所異動届住所異動届などなどなど 手続きはお早めに手続きはお早めに手続きはお早めに

春
先
に
な
る
と
、
住
民
異

動
届
や
証
明
書
な
ど
の
交
付

申
請
が
集
中
し
、
市
民
課
や

支
所
、
地
区
事
務
所
な
ど
の

窓
口
が
大
変
込
み
合
い
ま
す
。

最
も
混
雑
す
る
の
は
、
３

月
下
旬
か
ら
４
月
上
旬
で
、

そ
の
間
で
は
特
に
月
曜
で
す
。

お
急
ぎ
で
な
い
人
は
、
こ
の

期
間
を
避
け
た
方
が
待
ち
時

間
が
少
な
く
済
み
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
時
期
は
、
市

役
所
駐
車
場
と
周
辺
の
駐
車

場
は
満
車
状
態
に
な
り
ま

す
。
車
で
の
来
庁
は
な
る
べ

く
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

日
曜
に
臨
時
開
設

日
曜
に
臨
時
開
設

日
曜
に
臨
時
開
設

３
月
27
日
・
４
月
３
日
の

日
曜
に
、
市
役
所
、
支
所
、

地
区
事
務
所
、
保
健
福
祉
セ

ン
タ
ー
の
窓
口
を
開
き
ま

す
。
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

開
設
時
間

午
前
９
時
〜
午

後
４
時

取
扱
業
務

住
所
異
動
届
と

こ
れ
に
関
連
す
る
業
務

※
詳
し
く
は
本
紙
３
月
６
日

号
に
掲
載
し
ま
す

転
出
届
は
お
早
め
に

転
出
届
は
お
早
め
に

転
出
届
は
お
早
め
に

市
外
に
住
所
を
移
す
と
き

に
出
す
「
転
出
届
」
は
、
転

出
予
定
日
と
新
し
い
住
所
が

確
定
す
れ
ば
で
き
ま
す
。

市
外
か
ら
市
内
に
住
所
を

移
し
た
と
き
に
出
す
「
転
入

届
」
や
、
市
内
で
住
所
を
移

し
た
と
き
に
出
す
「
転
居
届
」

は
、
新
し
い
住
所
に
移
っ
て

か
ら
14
日
以
内
に
出
し
て
く

だ
さ
い
。

代
理
人
が
異
動
届
を
出
す

場
合
は
、
代
理
人
本
人
の
運

転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
・

保
険
証
の
い
ず
れ
か
を
提
示

し
て
く
だ
さ
い
。

�
国
保
の
手
続
き
も
一
緒
に

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

は
、
異
動
届
を
出
す
と
き
に

必
ず
保
険
証
を
持
っ
て
き
て

く
だ
さ
い
。

平
成
17
年
度
の
固
定
資
産

税
の
縦
覧
を
４
月
１
日
か
ら

行
い
ま
す
。
納
税
者
は
、
土

地
や
家
屋
の
価
格
な
ど
が
記

載
さ
れ
た
縦
覧
帳
簿
を
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
所
有
し
て
い
る
固

定
資
産
（
土
地
・
家
屋
・
償

却
資
産
）
の
課
税
台
帳
の
確

認
と
し
て
、
名
寄
帳
を
無
料

で
交
付
し
ま
す
。
土
地
（
宅

地
）
の
評
価
の
基
と
な
る
路

線
価
な
ど
も
公
開
し
ま
す
。

３
月
21
日
の
合
併
後
に
、

本
市
を
除
く
合
併
市
町
村
に

設
置
さ
れ
る
支
所
で
は
、
所

管
区
域
外
の
名
寄
帳
を
交
付

し
ま
す
が
、
縦
覧
帳
簿
な
ど

は
、
各
支
所
の
所
管
区
域
分

に
限
ら
れ
ま
す
。

日
時

４
月
１
日
〜
５
月
31

日
午
前
８
時
半
〜
午
後
５
時

15
分（
土
・
日
曜
、祝
日
を
除
く
）

場
所

資
産
税
課
（
市
役
所

本
館
２
階
）
、
黒
埼
支
所
、

合
併
市
町
村
の
支
所

縦
覧
で
き
る
人
・
持
ち
物

①
納
税
者
と
そ
の
同
居
人
・

納
税
管
理
人
…
窓
口
に
来
る

人
の
印
鑑
ま
た
は
16
年
度
の

納
税
通
知
書
、
運
転
免
許
証

な
ど
本
人
で
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
も
の

②
代
理
人
…
本
人
の
記
名
押

印
の
あ
る
委
任
状
と
代
理
人

の
印
鑑

③
法
人
の
社
員
…
法
人
の
社

印
お
よ
び
代
表
者
印
が
押
印

さ
れ
て
い
る
委
任
状
と
窓
口

に
来
る
人
の
印
鑑

問
い
合
わ
せ

資
産
税
課

（
�
内
線
２
３
３
３
）
へ

※
17
年
度
の
納
税
通
知
書
は

５
月
中
旬
に
、
課
税
明
細
書

を
添
付
し
て
発
送
す
る
予
定

で
す

問
い
合
わ
せ
先

市
民
課

（
�
内
線
２
４
４
７
）、
黒
埼

支
所
市
民
課
（
�
３
７
７
・

３
１
０
１
）、
地
区
事
務
所

水
道
局
に
も
連
絡
を

水
道
局
に
も
連
絡
を

水
道
局
に
も
連
絡
を

転
出
す
る
際
は
、
引
っ
越
し

の
５
日
前
ま
で
に
「
水
道
使

用
料
等
の
お
知
ら
せ
」
や
「
領

収
書
」
に
記
載
の
お
客
様
番

号
を
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

入
居
の
際
は
、
入
居
先
に

配
布
し
て
あ
る
「
水
道
使
用

に
つ
い
て
の
お
願
い
」
を
読

ん
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

西
新
潟
…

水
道
局
西
営
業
所
（
�
２
６

６
・
９
３
１
１
）、
東
新
潟

…
水
道
局
東
営
業
所
（
�
２

４
１
・
８
７
７
１
）

日
時

３
月
15
日
午
後
６
時
〜
８
時

会
場

朱
鷺
メ
ッ
セ
中
会
議
室

演
題

「
新
潟
空
港
の
可
能
性
を
考
え
る
」
三C

秀
信

（
運
輸
政
策
研
究
機
構
国
際
問
題
研
究
所
国
際
業
務
室

長
）、「
実
り
あ
る
海
外
旅
行
を
す
る
た
め
に
」
宇
野
宏

二
（
ト
ラ
ベ
ル
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
）

定
員

２
０
０
人

申
し
込
み

３
月
11
日
（
必
着
）
ま
で
に
は
が
き
に
住

所
、
氏
名
、
電
話
番
号
を
記
入
し
、
〒
９
５
０
・
８
７

１
１
、
万
代
島
５
・
１
、
万
代
島
ビ
ル
７
階
、
新
潟
空

港
３
０
０
０
メ
ー
ト
ル
化
期
成
同
盟
会
（
新
潟
商
工
会

議
所
内
）
へ

問
い
合
わ
せ

港
湾
空
港
課
（
�
内
線
２
８
５
７
）
へ

新
潟
空
港
の
明
日
を
考
え
る

講
演
会
を
開
催

廃
車
・
所
有
権
移
転

廃
車
・
所
有
権
移
転

廃
車
・
所
有
権
移
転
な
ど
な
ど
な
ど

申
告
は
お
早
め
に

申
告
は
お
早
め
に

申
告
は
お
早
め
に

軽自動車税

表
車　種

原動機付自転車

（125cc以下のバイク）

小型特殊自動車

２輪の軽自動車

（126cc～250ccのバイク）

３輪・４輪の

軽自動車

２輪の小型自動車

（250ccを超えるバイク）

申告受付場所 問い合わせ

市民税課

（本館2階22番窓口）
黒埼支所市民課

地区事務所

連絡所（標識などの交
付は後日になります）

左 記

�275-5704

左 記

�275-5845

左 記

�285-3121

全国軽自動車協会連合会

新潟県事務取扱所

（紫竹卸新町1927-16）

軽自動車検査協会

新潟主管事務所

（紫竹卸新町1927-12）

北陸信越運輸局

新潟運輸支局

（東出来島14-26）

市民税課

�228-1000
（内線2313）

固
定
資
産
税
の
縦
覧

４
月
１
日
か
ら

実
施

所
得
税
、
市
・
県
民
税

申
告
は
3
月
15
日
ま
で

※市役所駐車場は混雑しますので、白山公園駐車場、陸上競
技場駐車場をご利用ください

所
得
税

市
・
県
民
税

会 場

新潟商工会議所中央会館
（上大川前通7）

市役所本館301会議室
（きょう27日は第１分館101会議室）

東地区公民館

西地区事務所

北地区コミュニティセンター
北部総合コミュニティセンター
石山地区公民館
鳥屋野地区公民館
黒埼農村環境改善センター
中地区公民館
坂井輪地区事務所

3/15まで
※土・日曜を除く
きょう27日は
受け付け

2/28
3/1・2・14・15
2/28
3/11・14
3/1・2
3/3
3/3･4･7
3/4･8･9
3/7～10
3/8～11
3/10･11

受 付 日 時

午前9時～11時
午後1時～4時

午前8時半
～午後5時

午前9時半
～午後4時

（ ）

17年度


